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コラム長市 column
お
知
ら
せ

国
保
脱
退
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
し

て
い
る
人
が
、
社
会
保
険
に
加
入
し
た

り
、
そ
の
被
扶
養
者
と
な
っ
た
り
し
た

場
合
に
は
、
国
保
の
脱
退
手
続
き
が
必

要
で
す
。
14
日
以
内
に
本
人
か
代
理
人

が
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
国
保
加
入
者

の
年
収
が
１
３
０
万
円
未
満
（
60
歳
以

上
は
１
８
０
万
円
未
満
）
で
あ
れ
ば
、

家
族
が
加
入
し
て
い
る
社
会
保
険
な
ど

の
被
扶
養
者
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
家
族
が
勤
務
す
る
会
社
な
ど
へ

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課
☎
０
２
７
―
８
９

８
―
６
２
５
０

医
療
費
の
お
知
ら
せ
が
変
わ
り
ま
す

こ
れ
ま
で
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

加
入
者
の
世
帯
主
宛
て
に
通
知
し
て
い

た
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
が
、
次
の

と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

□
年
６
回
か
ら
年
２
回
の
通
知
に
変
更

こ
れ
ま
で
は「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

を
、
６
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
間
に

６
回
通
知
し
て
い
ま
し
た
。
今
後
は
９

月
と
翌
年
３
月
の
２
回
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
へ

の
通
知
も
、
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
か
ら
同
時
期
に
発
送
し
ま
す
。

□
加
入
者
支
払
い
額
も
記
載
し
ま
す

こ
れ
ま
で
は
医
療
機
関
な
ど
の
名
称
、

診
療
年
月
・
区
分
、
日
数
、
医
療
費
の

総
額
を
記
載
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に

加
え
て
、
加
入
者
の
支
払
い
額
や
健
康

保
険
な
ど
の
支
払
額
も
記
載
し
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

問
国
保
に
つ
い
て
は
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
―
８
９
８
─
６
２
４
９
、
後

期
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
は
同
課
☎
０

２
７
―
８
９
８
─
６
２
５
３
、
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
☎
０
２
７
―
２

５
６
─
７
１
７
１

産
業
廃
棄
物
の
報
告
を
忘
れ
ず
に

産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
際
は
、
産

業
廃
棄
物
管
理
票
の
交
付
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
昨
年
度
中
に
交
付
し

た
事
業
者
は
、
産
業
廃
棄
物
管
理
票
交

付
等
状
況
報
告
書
を
作
成
し
、
７
月
１

日
㈪
ま
で
に
市
役
所
廃
棄
物
対
策
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
同
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
５
９
５
３

考
え
て
み
よ
う
水
の
使
い
方

６
月
１
日
㈯
か
ら
７
日
㈮
ま
で
は
水

道
週
間
で
す
。
何
気
な
く
使
っ
て
い
る

水
道
水
は
無
限
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
水

の
大
切
さ
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

□
蛇
口
の
開
閉
は
小
ま
め
に

水
を
使
う
と
き
に
は
、
小
ま
め
に
蛇

口
を
開
閉
し
、
使
用
後
は
し
っ
か
り
閉

め
ま
し
ょ
う
。
蛇
口
か
ら
ポ
タ
ポ
タ
落

ち
る
水
で
も
、
積
み
重
な
る
と
か
な
り

の
量
に
。
１
立
方
㍍
あ
た
り
１
４
５
円

の
コ
ス
ト
が
掛
か
る
大
切
な
水
道
水
で

す
。
無
駄
な
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

□
水
漏
れ
を
チ
ェ
ッ
ク

家
の
蛇
口
を
全
て
閉
じ
て
か
ら
、
水

道
メ
ー
タ
ー
を
見
て
く
だ
さ
い
。
銀
色

の
パ
イ
ロ
ッ
ト
マ
ー
ク
が
少
し
で
も
回

っ
て
い
れ
ば
漏
水
し
て
い
ま
す
。
早
め

に
水
道
局
指
定
の
工
事
店
に
修
理
を
依

頼
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
定
期
的
な
点

検
も
忘
れ
ず
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
経
営
企
画
課
☎
０
２
７
―
８
９
８
―

３
０
１
２

監
査
結
果
が
閲
覧
で
き
ま
す

本
市
の
財
務
事
務
な
ど
の
監
査
結
果

を
公
表
し
て
い
ま
す
。

閲
覧
場
所
＝
市
役
所
情
報
公
開
コ
ー
ナ

ー
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
な
ど
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す

問
監
査
委
員
事
務
局
☎
０
２
７
―
８
９

８
―
６
６
３
６

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

児
童
手
当
の
現
況
届
は
、
手
当
を
受

け
る
た
め
の
大
切
な
更
新
手
続
き
で
す
。

毎
年
６
月
１
日
現
在
で
受
給
資
格
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
な
ど
を
確
認
し
ま

す
。
６
月
上
旬
ま
で
に
全
受
給
者
宛
て

に
送
付
し
ま
す
の
で
、
用
紙
に
記
載
さ

れ
て
い
る
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
行
わ
な
い
と
手
当
が
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
月
＝
６
月
・
10
月
・
翌
年
２
月

児
童
一
人
当
た
り
の
支
給
月
額
＝
〈
３

歳
未
満
〉
１
万
５
，
０
０
０
円
〈
３
歳

～
小
学
生
〉
１
万
円
（
第
３
子
以
降
は

１
万
５
，
０
０
０
円
）〈
中
学
生
〉
１ 

万
円〈
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の
世
帯
〉

一
律
５
，
０
０
０
円

問
こ
ど
も
課
☎
０
２
７
―
２
２
０
―
５

７
０
１

校
外
実
習
で
指
圧
な
ど
施
術

県
立
盲
学
校
の
校
外
実
習
を
実
施
。

生
徒
が
マ
ッ
サ
ー
ジ
や
指
圧
な
ど
を
行

い
ま
す
。

日
時
＝
①
７
月
10
日
㈬
午
前
10
時
～
10

時
40
分
②
同
午
前
10
時
40
分
～
11
時
20

分
③
同
午
前
11
時
20
分
～
正
午
④
同
午

後
１
時
～
１
時
40
分
⑤
同
午
後
１
時
40

分
～
２
時
20
分
⑥
同
午
後
２
時
20
分
～

３
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
内
和
室

対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
の
20
歳
以
上

（
学
生
を
除
く
）、
各
３
人（
抽
選
）

申
６
月
27
日
㈭
（
必
着
）
ま
で
に
往
復

ハ
ガ
キ
で
。
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性

別
・
電
話
番
号
・
希
望
時

間
・
持
病
な
ど
が
あ
る
人

は
そ
の
旨
を
記
入
し
、
〒

３
７
１
―
０
０
２
３
本
町

二
丁
目
12
―
１
・
前
橋
プ

ラ
ザ
元
気
21
内
中
央
公
民

館
「
県
立
盲
学
校
校
外
実

習
係
」（
☎
０
２
７
―
２

１
０
―
２
１
９
９
）へ

10
月
～
12
月
の
予
約
受
け
ま
す

総
合
福
祉
会
館
と
第
四
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
の
施
設
利
用
に
つ
い
て
、

10
月
か
ら
12
月
分
の
予
約
受
付
会
を
開

催
し
ま
す
。

集
合
日
時
＝
７
月
10
日
㈬
午
前
８
時
30

分
～
55
分

集
合
場
所
＝
総
合
福
祉
会
館

申
７
月
８
日
㈪
ま
で
の
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
に
同
館
（
☎
０
２
７
―
２

３
７
―
０
１
０
１
）
へ
直
接
。
予
約
受

付
会
翌
日
か
ら
は
、
電
話
と
窓
口
で
予

約
を
随
時
受
け
付
け
ま
す

定
例
市
議
会
ネ
ッ
ト
で
生
中
継
も

第
２
回
定
例
市
議
会
を
開
催
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
本
会
議
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
生

中
継
し
ま
す
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

「
前
橋
市
議
会
」か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□
本
会
議

日
時
＝
６
月
11
日
㈫
・
27
日
㈭
、
午
後

１
時

□
本
会
議（
総
括
質
問
）

日
時
＝
６
月
18
日
㈫
・
19
日
㈬
・
20
日

㈭
、
午
前
10
時

問
議
会
事
務
局
☎
０
２
７
―
８
９
８
―

５
９
２
３

図
書
館
が
全
館
休
館
し
ま
す

６
月
３
日
㈪
は
、
市
立
図
書
館
や
各

分
館
、
こ
ど
も
図
書
館
の
全
館
が
休
館

に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
ど
も
図
書
館
は
６
月
10
日

㈪
か
ら
14
日
㈮
ま
で
、
蔵
書
整
理
の
た

め
休
館
し
ま
す
。

問
市
立
図
書
館
☎
０
２
７
―
２
２
４
―

４
３
１
１

催
　
し

こ
ど
も
図
書
館

☎
０
２
７
―
２
３
０
―
８
８
３
３

□
お
は
な
し
の
会

日
時
＝
６
月
８
日
㈯
・
15
日
㈯
・
22
日

㈯
・
29
日
㈯
・
７
月
６
日
㈯
、
午
後
１

時
30
分
～
２
時

内
容
＝
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
手
遊
び
、

読
み
聞
か
せ
に
関
す
る
相
談
な
ど

□
お
は
な
し
や
さ
ん

日
時
＝
６
月
20
日
㈭
・
27
日
㈭
・
７
月

４
日
㈭
、
午
前
11
時
30
分
～
正
午

内
容
＝
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
手
遊
び

な
ど

□
は
じ
め
て
絵
本
の
お
は
な
し
会

日
時
＝
６
月
23
日
㈰
午
前
11
時
～
正
午

対
象
＝
乳
児
と
そ
の
保
護
者

内
容
＝
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
読
み
方

総
合
教
育
プ
ラ
ザ

☎
０
２
７
―
２
３
０
―
９
０
９
４

□
名
作
映
画
劇
場

日
時
＝
６
月
29
日
㈯
午
後
２
時

対
象
＝
一
般
、
先
着
１
１
２
人

内
容
＝
「
狐
の
呉
れ
た
赤
ん
坊
」（
坂 

東
妻
三
郎
主
演
）

申
当
日
同
館
へ
直
接

読みやすい紙面のためにご意見を
より読みやすい紙面になるよう、くら

しの情報（本紙12～21ページ）の文字間
隔を少し広くしました。今後も親しみを

持っていただけるような紙面作りに努め
てまいります。紙面についてご意見をお
寄せください。
問市政発信課☎027-898-6642

手入れされた家々の庭や街路の花壇を拝
見すると、皆さんの善意が「花の街。前橋」
を創っていることに気が付きます。

また、一つの善意が市民を守ってくれます。
イノシシやシカなどの被害が増加する中、

猟友会の皆さんが立ち上がってくださいました。
皆さんも、市役所からの緊急連絡やラジ

オ情報にご留意いただき、子ども達の通学
路の安全確保などにご協力をお願いします。

市民がそれぞれ出来ることを社会のために
実行する「正義の街。前橋」を誇りに思います。

市長

市長と語ろう 
タウンミーティング

市内10カ所でタウンミ
ーティングを開催。６月
は永明・城南地区で行い
ます。第六次前橋市総合
計画や両地区の地域課題
について、市長と語り合
いましょう。
日時＝６月22日㈯午前10時
会場＝城南支所
対象＝市内在住・在勤の
人、先着100人
申当日会場へ直接
問市政発信課☎027―898―
6644

禁煙を行う飲食店に感謝
受動喫煙防止対策として、１

年以上店舗内禁煙を行っている
市内の飲食店に感謝状を贈りま
す。自薦・他薦は問いません。
詳しくは本市ホームページをご
覧ください。
問健康増進課☎027―220―5783


